
斜面または渓流の付近で開発・建築等を
行う場合は注意が必要です！

開発行為や宅地造成を行う際には、都市計画法や宅造法等の開発関係法令

で審査されることもありますが、これらの法令による開発許可等を受けた土地で

あっても、土砂災害防止法の基準で事業区域内外の斜面または渓流を調査し、

土砂災害のおそれがあると判断される地形条件等に合致する場合（※1）は、

「土砂災害警戒区域」・「土砂災害特別警戒区域」に指定される可能性があります。

（区域指定の目的、区域指定後の取組等は、別紙パンフレット「土砂災害から身を守り安全な地域

づくりを目指して」を御参照ください。）

土砂災害警戒区域等の指定見込みは裏面のチェックリストで御確認いただくと

ともに、土砂災害対策工事の方法等（※2）についても土砂災害防止法相談窓口

にお問い合わせください。

※1 今後の地形改変に伴い地形条件が合致する場合も含みます。

※2 提案・調査・測量・設計は相談者の負担により行ってください。

【土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定基準】

【土砂災害対策工事の例】

≪土石流≫ ≪地すべり≫ ≪がけ崩れ（急傾斜地の崩壊）≫

≪土石流対策工事≫ ≪がけ崩れ対策工事≫

砂防堰堤工 斜面改良型 待受け型

【資料提供； NPO法人土砂災害広報センター】

※
崩壊土砂の衝撃力等に
対応した擁壁

※
コンクリート製の
のり面対策施設

※土砂災害対策工事により特別警戒区域を解除することはできますが、
警戒区域の指定基準となる地形条件が変わらない限り、警戒区域は解除できません。

5m以上



【土砂災害警戒区域等指定見込み チェックリスト】

【土砂災害防止法相談窓口】

所属名 電話番号 Eメールアドレス 管轄市町

下田土木事務所企画検査課 0558-24-2112 shimodo-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、

松崎町、西伊豆町

熱海土木事務所企画検査課 0557-82-9171 atado-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp 熱海市、伊東市

沼津土木事務所企画検査課 055-920-2212 numado-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp
沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、

伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町

富士土木事務所企画検査課 0545-65-2794 fujido-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp 富士宮市、富士市

静岡土木事務所企画検査課 054-286-9321 shizudo-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp 静岡市

島田土木事務所企画検査課 0547-37-5272 shimada-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp
島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、

川根本町、吉田町

袋井土木事務所企画検査課 0538-42-3216 fukudo-kikakukensa@pref.shizuoka.lg.jp
磐田市、掛川市、袋井市、菊川市、

御前崎市、森町

浜松土木事務所企画検査課 053-458-7266 hamado-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp 浜松市、湖西市

河川砂防局砂防課砂防班 054-221-3044 sabo@pref.shizuoka.lg.jp 県内全域

本チェックリストにより、開発・建築等を計画される方自らが土砂災害警戒区域等の
指定見込みの確認をお願いします。

手順①
 県砂防課ウェブサイトの水色バナーボタン「土砂災害情報マップ」で、開発・建築等を
計画する土地付近の「土砂災害危険箇所」や指定済みの「土砂災害警戒区域」等の
位置の確認をお願いします。

手順②
 以下のチェック項目について、「該当する」「該当しない」のどちらかに✔の記入をお願い
します。

手順③
 該当する項目が一つでもあれば、将来的に計画地が土砂災害警戒区域等に指定される
可能性がありますので、区域指定見込みの詳細や土砂災害対策工事の方法等について、
土砂災害防止法相談窓口にお問い合わせ下さい。

御相談日

チェック項目 該当する 該当しない

　　　開発等計画地は、土砂災害警戒区域・特別警戒区域に指定されている

● 土石流 該当する 該当しない

● 地すべり 該当する 該当しない

● がけ崩れ 該当する 該当しない

土砂災害警戒区域等の指定見込み　チェックリスト

　会社名
　氏名

開発等計画地内の斜面は、勾配30°以上かつ高さ5m以上の地形条件となる

開発等計画地
所在地

開発等計画地は、急傾斜地崩壊危険箇所と重複している

　住所

　電話番号

　E-mail
　アドレス

開発等計画地は、地すべり危険箇所または地すべり防止区域と近接している

ご
連
絡
先

開発等計画地は、土石流危険渓流の被害想定範囲と重複している

開発等計画地は、地すべり危険箇所または地すべり防止区域と重複している

開発等計画地の上流に、土石流危険渓流の被害想定範囲が存在する

開発等計画地と隣接地を合わせた斜面は、勾配30°以上かつ高さ5m以上の地形条件となる
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